
道 県 名 交 付 先 算 定 事 項 年 度 特別交付税交
付額

過大に交付さ
れた特別交付
税の額

摘 要

千円 千円
（31） 北 海 道 札 幌 市 移住定住経費 3 4,950,177 1,095 他の算定事項で算定

した経費を重複して
含めるなどしていた
もの

（32） 岩 手 県 岩 手 郡
葛 巻 町

地方創生経費 3 410,706 36,680 算定の対象とならな
い経費を含めていた
もの

（33） 山 形 県 新 庄 市 高騰対策経費 4、 5 1,853,423 6,550 国庫補助金等を控除
していなかったもの

（34） 新 潟 県 新 潟 市 同 3、 4 8,285,395 5,504 算定の対象とならな
い経費を含めていた
もの

（31）―（34）の計 15,499,701 49,829

（35） 震災復興特別交付税の額の算定に当たり、交付対象事業費の算定が適切でなかったた
め、同交付税が過大に交付されていたもの

所管、会計名及
び科目

内閣府、総務省及び財務省所管
交付税及び譲与税配付金特別会計 （項）地方交付税交付金

部 局 等 総務本省
交 付 の 根 拠 地方交付税法（昭和 25年法律第 211号）、東日本大震災に対処する等の

ための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律
（平成 23年法律第 41号）

交 付 先 岩手県九戸郡野田村
震災復興特別交
付税交付額

5,640,221,000円（平成 23年度～29年度）

過大に交付され
た震災復興特別
交付税の額

11,777,000円（平成 23年度～29年度）

1 震災復興特別交付税の概要
総務省は、地方交付税法（昭和 25年法律第 211号）及び「東日本大震災に対処する等のための

平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律」（平成 23年法律第 41号）に基づ
き、東日本大震災（平成 23年東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故によ
る災害をいう。）に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施のために特別の財政需要
があることなどを考慮して道府県及び市町村に対して特別交付税（以下、この特別交付税を
「震災復興特別交付税」という。）を 23年度から交付している。
そして、総務省は、道府県及び市町村に交付すべき震災復興特別交付税の額を算定するた
めに、「地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の震災復興特別交付税の額の算定方
法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令」（平成 23年総務省

令第 155号）等を 23年度以降毎年度制定して、各年度における特別の財政需要として算定の
対象となる事項（以下「算定事項」という。）を定めている（以下、23年度から 29年度まで各年
度に制定している各省令を総称して「復興特交省令」という。）。
また、市町村は、各市町村に該当する算定事項ごとに財政需要に関する基礎資料（以下「算
定資料」という。）等を作成して、都道府県に提出しており、都道府県は、市町村から提出さ
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れた算定資料等の審査を行って総務省に送付し、同省は、提出された算定資料等に基づき、
算定事項等に関して、復興特交省令により、新たに生ずる復興事業等に必要な経費等の合計
額を算定するなどして震災復興特別交付税の額を決定して交付している。
そして、震災復興特別交付税の額の算定に際しては、復興特交省令等によれば、事業の実
施状況に合わせて必要な経費の実績額又はその見込額を用いることなどにより算定すること
とされており、見込額を用いた場合には、実績額が確定した後に、実績額に基づき算定した
額との差額について、実績額が確定した年度の震災復興特別交付税の算定において精算する
こととされている。
算定事項の主なものには、国の補助金等（復興特交省令の別表に定められた補助金等（東日
本大震災復興交付金等））を受けて施行する事業に要する経費のうち各道府県又は各市町村が
負担すべき額として総務大臣が調査した額（以下「地方負担額」という。）等がある。
岩手県九戸郡野田村は、23、24両年度に東日本大震災復興交付金の交付を受けて、防災
集団移転促進事業 5事業を 23年度から 29年度までの間に実施していた。そして、総務省
は、同事業に係る地方負担額等の復興事業等に必要な経費を算定するなどして、同村に対し
て、同期間に震災復興特別交付税計 5,640,221,000円を交付していた。
2 検査の結果
本院は、合規性等の観点から、震災復興特別交付税の額が適正に算定されているかに着眼
して、総務本省及び同村において、23年度から 29年度までの間に交付された震災復興特別
交付税を対象として、算定資料等を確認するなどして会計実地検査を行った。
検査の結果、同村は、前記の 5,640,221,000円に係る算定資料等の作成に当たり、東日本
大震災復興交付金による事業の完了実績報告書において防災集団移転促進事業に係る交付対
象事業費から控除すべき額を控除せずに実績額の確定を受けていて、交付対象事業費の算定
が適切でなかったため、同事業の地方負担額に係る震災復興特別交付税の適正な実績額に基
づく精算が行われず、震災復興特別交付税 11,777,000円が過大に交付されていて不当と認め
られる。
このような事態が生じていたのは、同村において、地方負担額の算定の基礎となる防災集
団移転促進事業に係る交付対象事業費の算定の確認が十分でなかったことなどによると認め
られる。
（後掲 370ページの国土交通省の項「交付対象事業費の算定が適切でなかったため、交付金が
過大に交付されていたもの」参照）

令和 4年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

高度無線環境整備推進事業により整備された伝送用専用線設備の利用状況等について
（令和 4年度決算検査報告 68ページ参照）

1 本院が表示した意見
総務省は、無線通信の利用可能な地域の拡大等を図ることなどを目的として無線システム
普及支援事業費等補助金を交付している。同補助金の交付対象事業には、無線局

（注 1）
の開設に必

要な伝送用専用線設備
（注 2）

を整備することを目的とする高度無線環境整備推進事業（以下「高度無
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